
かほく市地域包括支援センター運営協議会 平成 30 年度第 2 回会議報告 

 

招集年月日 

招 集 場 所 

開 会 日 時 

閉 会 日 時 

委員の定数 

出 席 委 員 

 

欠 席 委 員 

事 務 局 

 

平成 31年 3月 4日（月）  

かほく市役所 304会議室 

平成 31年 3月 4日（月）午後 7時 5分 

     同      午後 8時 5分 

9人 

藤田 拓也、角田 真、曽根 志穂、小林 千鶴、西 隆一、金谷 征毅、 

東 敦子、増田 美弥、髙田 政美 

１人 遠田 由美子 

寺嶋 立弥長寿介護課長、七野 奈美喜長寿介護課課長補佐、 

網江 智里高齢者支援係長、高野 憲一高齢者支援専門員 

              議 事 の 経 過     

会長進行 

事務局より

順次説明 

 

 

委員 

 

 

事務局 

委員 

 

委員 

 

事務局 

委員 

事務局 

 

 

委員 

 

事務局 

委員 

事務局 

委員 

 

議件 1）平成 30年度下半期高齢者支援センター業務実績見込み報告 

議件 2）かほく市地域包括支援センター（高齢者支援センター）運営方針及

び平成 31 年度の重点事業について 

（質疑応答） 

・医療的処置を受けている利用者の実態調査について 

アンケート結果で、3 地区の件数がかなり異なるが、何かその理由まで把握

しているのか。 

・経年で結果を見ているわけではないため、理由まで分析は出来ていない。 

・高松地区の住民は一般的に我慢強く、例えば介護申請をすぐにはしない傾

向があるように思う。 

・総合相談支援業務の内訳の電話相談について、誰からどのようにかかって

いるのか。 

・本人や家族、ケアマネ・医療機関等よりかかっている。 

・認知症の普及啓発で小学校の 4 年生を対象とした理由は。 

・市側としても、若い世代への認知症の理解促進を目的とし、総合事業の一

環として実施した。また、学校側からの希望ともマッチングした形となった

もので、今後も継続して実施していく予定。 

・相談支援の内訳で、かほく市で高齢者虐待の件数が多く驚いた。老人会で

も虐待といった話は聞いたことはない。 

・高齢者虐待の相談なので、虐待認定までした件数ではない。 

・家族者交流教室は毎年実施しているのか。周知はどのようにしているか。 

・個別案内・広報誌・ケアマネ等より周知している。 

・家族者交流教室の予算はどれくらいか。 
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・昼食代金は参加者に負担してもらい、施設使用料など程度を市として予算

づけしている。 

・教室の参加者は固定しているのではないか。 

・数名は、新規の参加者もいるが、参加者自体が少ない現状。 

・本当に必要名事業なのか、費用対効果はどうか検討してほしい。 

・要支援や要介護はどのようにして決めているのか。 

・国作成のコンピュータに調査結果等を入力すると、自動的に一次判定が出

され、審査会という会議で人の目でみて最終介護度が決まる。 

・国は膨大なデータ集計した結果をもとにシステムを開発しているので、ほ

ぼ適切な結果が一次判定でも出ている。 

・いきいき百歳体操や家族者教室 等どの事業に関しても評価・効果の検証

が必要となってくる。 

・外に出てこない引きこもっている人への支援も重要だと思う。 

・高齢者と障がい者の複合世帯の事例も増えており、また市として支援をお

願いしたい。 

・めざせいきいき百歳体操の 80 歳以上の参加率はどの程度か。老人クラブ

では、80 歳を超えると参加率が減ってしまう。 

・2 割程度の参加率 

・今後もいきいき百歳体操を広く周知してほしい。 

生活支援サポーター養成講座修了者は、その後何か活動に参加されているの

か。 

・11 月に開所した「いきいきステーション」に数名の方が顔を出し、ボラン

ティア活動の希望をされている。 

・生活支援サポーターのニーズはあると思うので、活動されれば良いと思う。 

・石川中央圏域の管内でもかほく市は、事業にとても取り組んでいると思う。

介護予防実態調査結果についても、その後のきめ細かい対応がされている。

今後、県としては効果判定等についても助言出来ればと思う。 

次年度も引き続き 事業展開をお願いしたい。 

 

その他について 

委員の任期は平成 33 年 3 月 31 日までとなっており、来年度も継続して委員

をお願いしたい。なお、各団体の代表の充て職の委員で、役員を交代される

委員においては、改めて新年度に各団体の代表者に選考を依頼予定であるこ

とを報告し、閉会 

 

 

 


